
平成２９年 地方分権改革に関する提案募集 提案事項 
 

個人情報保護委員会 再検討要請 

 

管理番号 265 提案区分 Ｂ 地方に対する規制緩和 提案分野 土木・建築 

 

提案事項（事項名） 

「空家等対策の推進に関する特別措置法」における所有者の所在を特定する手段拡大 

 

提案団体 

大阪府、滋賀県、兵庫県、和歌山県、徳島県、京都市、大阪市、堺市 

 

制度の所管･関係府省 

個人情報保護委員会、総務省、国土交通省 

 

求める措置の具体的内容 

所有者等の所在をより円滑に把握するため、空家法第 10 条第 3 項に基づく市町村からの求めに応じて、郵便

事業者が郵便転送情報を提供できるようにすること。 

 

具体的な支障事例 

【現状】 

所有者等を確知するための手段として、空家等対策の推進に関する特別措置法（以下、「法」という）第 10 条や

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（以下、「指針」という）に基づき、固

定資産税情報や登記情報・住民票・戸籍等を利用することが認められている。 

【支障事例】 

府内では、所有者や管理者が住民票を移動させずに転出しており、固定資産税情報や登記情報、住民票、戸

籍等を利用してもなおその所在の特定が困難となっている事例がある。 

その際、複数の市町村において、空家等の所有者の所在を確知し、直接改善を働きかけるための手段として、

空家法第 10 条第 3 項の規定に基づき、郵便転送情報の利用を所管郵便局に要請したものの、個人情報であ

ることを理由に提供困難との見解であった。 

また、平成 29 年５月に総務省より、「郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン（総務省告示第

167 号）」とその解説書が発出されており、その中において、個人情報の第三者提供の制限の例外事例が示さ

れている。しかし、具体的事例に、空家の所有者を特定する場合が含まれておらず、個人情報の第三者提供制

限の例外の適用範囲内か定かではない。 

 

制度改正による効果（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効率化等） 

従来確知できなかった空家等の所有者等の所在が確知されることにより、直接改善等の働きかけが可能とな

り、住環境の改善等が図られる。 

 

根拠法令等 

空家等対策の推進に関する特別措置法第 10 条第 3 項 

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針（３）空家等の所有者等に関する情

報を把握する手段 

個人情報の保護に関する法律第 23 条 

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン第 13 条 

 

追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの） 



いわき市、ひたちなか市、船橋市、小田原市、中野市、多治見市、静岡県、豊橋市、松原市、伊丹市、浜田市、

新居浜市、田川市、佐賀県、大村市、宮崎市 

 

○ 近隣住民より空き地の不法投棄についての陳情を受け、所有者に適正管理を依頼するため、登記簿謄本、

住民票、戸籍謄本を取得したが、所有者の住所は当該空き地のものしか把握できなかった。やむを得ず当該空

き地あてに文書を送付したところ、返送されなかったため、転送されたものと想定されたが、転送先の住所が区

では把握できないためそれ以上の対応は出来なかった。上記の事例では、所有者あて文書の転送先が把握で

きなかったことで区での対応がストップしてしまったが、郵便事業者から郵便転送情報の取得が可能になれば、

空家等の状況を所有者等に通知することが可能となり、住環境改善等が図られる可能性が広がることとなる。

また、上記の事例は空き地のため現段階では特措法の対象外だが、今後も同様の事例が発生することが想定

されるため、本制度改正による郵便事業者の郵便転送情報提供は空き地も対象として欲しい。 

○ 空家の所有者等を把握するため、固定資産税情報等について照会を行っているが、空家にも係わらず、そ

の所在地が現住所のままとなっているケースがある。この場合、郵便局に転居届が提出されていれば、１年間

の限定ではあるが、現住所から郵便物が転送されることから、空家の所有者等の所在の特定への有益な情報

となる。故に、空家の所有者等に郵便物が転送先へ配達される場合において、行政側から求めがあった時に

は、それに応じて、その所在地を情報提供できるようにして欲しい。 

○ 当市でも同様に住民票を置いたまま移動したために空き家の管理者等を確知できない事例が存在する。空

き家の所有者等へ指導するための調査手段が拡充されることが望ましい。 

○ 当市においては、空家等の所有者等に適正管理を促すため、固定資産税の課税情報などから所有者を特

定し、所有者へ文書で改善を依頼しているが、所有者の所在地が該当空き家のままになっている場合がある。 

このような場合は、文書が未送達となるか、他の住所へ転送され、正確な現住所を把握することが困難となる。 

このため、転送先の情報を入手することにより、所有者の正確な現住所を把握し、適正管理の依頼や空家等に

関する情報の提供が可能となる。 

○ 既に挙げられている支障事例と同様に、空家の所有者等の所在を、登記・住民票・戸籍・課税・国民健康保

険・介護保険等の情報を調査しても書類上、空家の所在地に居住していることとなっている等、判明しない事例

がある。郵便物の返戻情報がないことから、実際の居住地に転送されているものと推測され、転送先情報が所

有者等の所在確認に重要な情報であるといえる。なお、当市では、約 2,800 件の空家のうち、500 件の調査をし

たところ、このような事例が概ね 30 件程度あり、過去郵便局に空家等対策の推進に関する特別措置法第 10 条

第 3 項に基づく調査を実施しようとしたところ、憲法第 21 条（通信の秘密）を理由に断られた経緯がある。 

○ 当市でも空家等の所有者等が住民票を移動させずに転出や転居している事例があり、空家等の適切な管

理を促すため、文書を郵送すると郵便局において転送され相手方には届くものの、所在が特定できないため、

所有者等と対面して直接改善を働きかけることができず、対応に苦慮するという同様の支障案件が生じている。

また、今後は、空家等の利活用においても、所有者等の意向確認などで連絡を取ることができず同様の支障事

例が生じることが懸念されることから、郵便転送先の住所情報の提供は、空き家対策に有効であると考える。 

○ 当市においても、空家等の所有者が住民票の居住地を空家等においたまま、介護施設に入所している場合

があり、入所している施設の問合せを検討し、空家等対策の推進に関する特別措置法 10 条の対象になるか国

土交通省に問い合わせた結果、「居住地は住民票に記載されている場所であり、住民票のない介護施設は適

用外となる」と回答されたことから、特定が困難になってる事例があり、空家等の所有者の所在を確知し、直接

改善を働きかけるための手段に苦慮している。 

○ 明らかに居住が困難である空家を住所としている者に対し、住宅の状態を知らせる通知を郵送した結果、郵

便局から返送されない事例があり、郵便転送情報を基に転送されたとみられる。しかしその転送先は不明であ

るため、他に情報がない場合、直接改善を働きかける際に支障となる恐れがある。 

○ 当県内においても、固定資産税情報等を利用してもなお所有者の特定が困難となっている事例があり、「郵

便事業者が郵便転送情報を提供できるようにすること」は所有者特定を円滑に進める一助となると考える。 

○ 住民票を空き家住所に置いたまま転出・転居している場合、固定資産税情報においても住所が把握できて

おらず、所有者の住所特定が困難な事例がある。郵便物の転送情報は、所有者の所在特定において極めて有

効な情報であることから、郵便事業者からの情報提供を求めることができるようにすべきと考える。 

○ 当市においても，所有者が住民票を移動せず施設等に入所しているなどの事例が多い。近隣住民や親族

等への聴き取りなどにより対応しているが，緊急時等に所有者と連絡がとれないといった事態も想定され，郵便

転送情報の利用は有効的な手段であると考える。 

○ 当市においても、支障事例と同様に所有者の所在の特定が困難である事例がある。空き家対策の一環とし

て、所有者と直接話をすることにより、空き家が適切に管理されるようになった事例は多い。そのため、制度が

改正され、所有者の所在が特定されることにより、住環境の改善が図れると考える。 

○ 所有者等の確知には大変な労力を要すること。また、利用できる情報をもってしても有用な情報とならないこ



とがあるため、郵便転送情報の利用は空家等の状況改善に資する意味は大きいものと考える。 

○ 空家等の所有者が転居等の届出をしないまま居所を移動している事案があり、電話等の連絡先も不明なこ

とから、改善を依頼することもできない状態である。郵便の転送情報が利用できれば、所有者等へ空家等の現

状説明や改善の依頼により、生活環境の保全に期待が持てる。 

○  所有者が住民票を異動させずに転出している場合の対応は苦慮しているところである。法的根拠がない限

り、民間事業所が情報提供することは難しいと思われる。 

○ 種々事情があり郵便転送手続をしている人もいると思われるが、郵便転送情報の利用により所有者等の所

在を確知でき、直接会って改善に向けて説得することができれば早急な問題解決にもつながる。一定の条件を

つけてもよいので郵便転送情報の利用ができるよう強く要望したい。 

○ 当市においても、所有者や管理者が住民票を移動させずに転出している事例は多く、固定資産税情報や登

記情報、住民票、戸籍等に加え、郵便転送情報を利用できることは、所有者等の所在を把握する手段として有

効であるといえる。 

 

各府省からの第１次回答 

【個人情報保護委員会】 

・個人情報保護法上、「法令に基づく場合」には、個人データを第三者提供するに当たり、あらかじめ本人の同意

を得ることは求められていない（同法第 23 条第１項第１号）。 

・仮に、郵便事業者が空家法第 10 条第３項に基づく「その他の者」に該当すると判断される場合には、本人同

意がなくとも郵便事業者が市町村長に対して当該空家の所有者等の転居先情報を提供することについて、個人

情報保護法上の問題はないと考えられる。 

【総務省】 

 郵便法においては、第８条第１項で信書の秘密を確保することが、同条第２項で他人の秘密を守ることが規定

されています。郵便の転送情報については、これまで信書の秘密・他人の秘密に該当するものとして取り扱われ

ていることから、同情報を提供することについては慎重に対応すべきと考えています。 

 なお、郵便の転送情報が信書の秘密に該当することについては現在係争中と承知しています。 

【国土交通省】 

 空家等対策の推進に関する特別措置法第 10 条第３項において、「市町村長は、この法律の施行のために必

要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情

報の提供を求めることができる。」と規定されており、ここでいう「その他の者」として、郵便事業者から情報提供

を求めることは可能である。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解 

 個人情報保護委員会や国土交通省の回答では現行規定に基づき情報提供を求めることは可能とされたが、

郵便事業者を所管する総務省の回答は「慎重に対応すべき」であり、郵便の転送情報が信書の秘密に該当す

ることについては現在係争中とある。裁判所の見解として、転居届に記載された情報が「通信の秘密」に該当せ

ず、「信書の秘密」にも該当しないこととなった場合には、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラ

インの改定など、情報提供に向けた対応をされたい。 

 加えて、現時点においても、本人の同意を得れば郵便情報を提供することは可能であることを周知するなど、

市町村が空家対策を推進するために必要な場合における協力をお願いする。 

 

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解 

【船橋市】 

 空家等対策においては、所有者の所在の把握が困難を極め、対策が遅れてきたことから、空家法で税情報の

内部利用を可能とする条文を規定する等、これまで取得できなかった情報を取得可能とした経緯がある。こうし

た経緯からも、郵便事業者がもつ転送情報も該当させるべきと考える。ついては、転送先情報の開示が可能と

なるよう、空家法第 10 条の改正または、郵便法第 8 条の改正を強く求める。 

 

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 

【全国市長会】 

提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。 

 


